
第１６３号議案                          

   足立区財政援助団体等に関する調査委員会設置条例           

 上記の議案を提出する。                     

  平成２７年１２月２日                     

提出者 足立区長  近 藤 弥 生    

 

   足立区財政援助団体等に関する調査委員会設置条例           

（設置） 

第１条 財政援助団体等が行う施設又は事業の管理運営につき必要な調

査検討を行い、財政援助団体等を通じて実現しようとする足立区（以

下「区」という。）の行政目的を適切かつ効果的に実現するため、区

長の附属機関として、足立区財政援助団体等に関する調査委員会（以

下「調査委員会」という。）を設置する。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号

に定めるところによる。 

 （１） 財政援助団体 区が補助金、交付金、負担金、貸付金、損失

補償、利子補給その他の財政的援助を与えている団体をいう。 

（２） 出資団体 区が資本金、基本金その他これらに準ずるものを

出資又は出えんしている団体をいう。 

（３） 指定管理者 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４

４条の２第３項の規定に基づき、区が設置する公の施設の管理を行

わせているものをいう。 

（４） 財政援助団体等 財政援助団体、出資団体、指定管理者及び

法令等の規定により区が施設又は事業の運営経費を負担する団体を

いう。 

（所掌事項） 

第３条 調査委員会は、区長の諮問に応じ、次に掲げる事項を審議し、



区長に答申する。 

（１） 財政援助団体等が施設又は事業の運営費に係る経理につき自

ら調査した場合における当該調査結果に対する再調査に関すること。 

（２） 財政援助団体等の施設又は事業の運営費に係る適切な経理の

あり方等についての調査検討に関すること。 

（３） 財政援助団体等の施設又は事業の管理運営等に係る基準を区

が定める場合における当該基準の策定、見直し等に必要な調査検討

に関すること。 

（組織） 

第４条 調査委員会は、区長が委嘱する委員５人以内で組織する。 

（任期） 

第５条 委員の任期は、委嘱した日から区長に答申する日までとする。 

（委員長及び副委員長） 

第６条 調査委員会に委員長及び副委員長を置く。 

２ 委員長及び副委員長は、委員の中から委員の互選により定める。 

３ 委員長は、会務を総理し、調査委員会を代表する。 

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が

欠けたときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第７条 調査委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長と

なる。 

２ 調査委員会は、半数以上の委員が出席しなければ、会議を開くこと

ができない。 

３ 調査委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、

委員長の決するところによる。 

（委員の守秘義務） 

第８条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を

退いた後も、また同様とする。 



（意見聴取等） 

第９条 調査委員会は、必要があると認めるときは、関係者から意見若

しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。 

 （委任） 

第１０条 この条例に定めるもののほか、調査委員会の組織及び運営に

関し必要な事項は、規則で定める。                              

   付 則                           

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

 （足立区附属機関の構成員の報酬および費用弁償に関する条例の

一部改正） 

２ 足立区附属機関の構成員の報酬および費用弁償に関する条例（

昭和３９年足立区条例第１７号）の一部を次のように改正する。 

  別表区長の部に次のように加える。 

足立区財政援助団体等に関する調査委員会 日額２万１,０００円 

      

 （提案理由）                          

足立区財政援助団体等に関する調査委員会を区長の附属機関として設

置する必要があるので、この条例案を提出いたします。                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 


